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は じ め に

清政府は国家事業であった制銭鋳造を一貫的に重視し，経済発展に関わる要

素とした貨幣政策の調整が常に中央と地方で行われた。本稿は清初期の順治期

から嘉慶・道光期まで京師と地方鋳造局の鋳造事情を観察しながら，中央と地

方の銅銭鋳造量を推計しようとするものである。この基礎作業によって，銅銭

鋳造の全国的な不均衡化を明らかにしたい。

清代貨幣をめぐる諸問題を取り上げた先行研究は結構蓄積されてきた。中国

側には中国貨幣史を全般的に研究した彭信威１）を代表として，中国近代貨幣史

を検討した魏建�２）が挙げられる。その中に乾隆期の「銭貴銀賤」から嘉慶・

道光期の「銭賤銀貴」に変わったという問題について中国の貨幣史分野でよく

議論されている。杜家驥は清中期以前の鋳銭量を推計して，その時期銅銭が少

なくなかったという結論をし，「銭荒」論を批判した。３）王徳泰は乾隆期鋳造コ

ストと銭貴の関係，１９世紀初期からアヘン戦争前までの鋳造量と銀銭比価の

関連を中心として研究した。４）日本側では雍正期（１７２３－１７３５）の銅銭をめぐる

１）彭信威『中国貨幣史』上海人民出版社，１９５４年。
２）魏建�『中国近代貨幣史（１８１４－１９１９）』文海出版社，１９７４年。
３）杜家驥「清中期以前的鋳銭量問題――兼析所謂清代“銭荒”現象」『史学集刊』１９９１年
第１期。
４）王徳泰「十九世紀初期清代銅銭産量与当時銀貴銭賎関係的考察」『天水師範学院学報』第
２２巻第１期，２００２年。



通貨問題を提示した佐伯富５）を始め，黨武彦６）は乾隆期の銅銭発行主体の政策

及びその政策動機を検討し，上田裕之は京師（北京）両鋳造局の制銭の鋳造費

用，使用用途及び八旗生計に関する基礎的な作業を進めてきた。７）また，制銭の

供給について複数の理由の中，「京師における旗人と銭貴に乗じた漢人商人の

利害対立を極力回避しようという目的で，新鋳の制銭を可能な限り八旗兵餉を

搭放し，兵丁が兵餉銀を銅銭に兌換する必要を軽減する」という見解を示し

た。８）足立啓二は明清期が銭経済から銀経済への移行過程と考えられた一般論よ

り銭流通の拡大過程に注目している。９）黒田明伸は乾隆期の銭貴と乾隆期の制銭

政策とほぼ一致していることを論じ，政府の銅銭政策の意志も明らかにし

た。１０）それ以外に，京師両鋳造局の銅材供給に対して，弁銅対策体制の変化と

意義及び商人弁銅の実態を明らかにした香坂昌紀の研究１１）や，雲南銅の京運

問題を取り上げている川勝守の研究１２）があげられる。

これらの先行研究で検討された清代の銅銭鋳造量について，視角の異同や，

依拠した史料（『清朝文献通考』や各会典事例及び官員奏摺などの官�史料）の

利用部分いかん，そしてそれぞれの研究で強調された時期が異なっていること

５）佐伯富「清代雍正期における通貨問題」『東洋史研究』１８－３，１９５９年。
６）黨武彦「乾隆初期の通貨政策――直隷省を中心として」『九州大学東洋史論集』第１８
号，１９９０年。「乾隆九年京師銭法八条の成立過程およびその結末――乾隆初年における政
策決定過程の一側面――」『九州大学東洋史論集』第２３号，１９９５年。
７）上田裕之「清，順治期～乾隆期前半の京師宝泉・宝源二局における制銭の鋳造費用につ
いて」『史峯』１０号，２００４年，３５－６頁。京師二局は康煕２０年代まで鋳造差益を得ていた
が，その後から乾隆前期まで欠損したまま，制銭鋳造を一貫して行い，その拡大を続けて
いたと論述した。
８）上田裕之「清，康熙末年から乾隆初年の京師における制銭供給と八旗兵餉――「征服王
朝」清朝による八旗生計の保護に関連して――」広島史学研究会『史学研究』２４９号，２００５
年，１３頁。
９）足立啓二「明代中期における京師の銭法」『熊本大学文学部論叢』２９，１９８９年。「明清時
代における銭経済の発展」中国史研究会編『中国専制国家と社会統合――中国史像の再
構造�』文理閣，１９９０年。「清代前期における国家と銭」『東洋史研究』４９－４，１９９１年。

１０）黒田明伸『中華帝国の構造と世界経済』名古屋大学出版会，１９９４年。
１１）香坂昌紀「清代前期の関差弁銅制及び商人弁銅制について」『東北学院大学論集』１１，１９８１
年。

１２）川勝守「清，乾隆期雲南銅の京運問題」『九州大学東洋史論集』第１７号，１９８９年。
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により，全体像がもうひとつ把握できていないように思われる。

本稿は引用された史料から制銭鋳造に関わる史実とデータを詳細に検討し，

中央と各省の地方鋳造局の俯瞰図を描く基本作業である。これにより銅銭鋳造

の連続性と非連続性を明確化したい。また，『戸部鼓鋳則例』１３）や『銅政便

覧』１４）のデータを基にして，中央と地方の銅銭鋳造量を推計し，特に鋳造繁栄

期であった乾隆・嘉慶期の各省鋳造量を大胆に概観してみたい。銅銭使用量が

各省の人口と相関していたと仮定し，時期ごとに１人平均銅銭使用量を計算

し，これで，いままで注目しなかった各省の不均衡化が明らかになるであろう。

第一節 京師二局の鋳造史実と鋳造量の推計

経済データを重視しなかった清代において，制銭鋳造について『清朝文献通

考』，『清実録』，『清朝通典』，官員奏摺などの官�史料を残したが，完全なも

のではなかった。しかし，貨幣鋳造数，銅量の供給，地方鋳造局の様子，各関

の銅材調達等について記録されたので，先行研究にしばしば引用された。『欽

定戸部鼓鋳則例』は乾隆２２（１７５７）年に編纂されたものである。京師二局と

各省の鋳造局が雲南・貴州から運送した銅・鉛など原料の購買額，時期，運送

費用に関わる事項や，鋳造卯数，使用炉数，使用原料数と割合などの情報が詳

しく記載されている。年間鋳造額が京師二局と地方鋳造局で設置された鋳造炉

数で決められ，その単位「卯」が鋳造炉の年間の稼動回数を指すが，１卯当た

りの鋳造額は一定ではなかった。この史料を基準のデータとして参照したい。

『銅政便覧』は清代嘉慶年間に編纂したもので，厳中平が『清代雲南銅政考』で

利用した史料である。雲南における銅の採集地，運送，各省購買と鋳造数量を

記載し，雲南鋳造局の推計に参考価値があると思われている。

１３）故宮博物院編『欽定戸部鼓鋳則例』（影印本）海南出版社，２０００年。川勝守は「清，乾
隆『欽定戸部鼓鋳則例』に見える雲南銅の京運規定」（『山根幸夫教授追悼記念論叢』上巻，
汲古書院，２００７年，４２１－４４４頁）には，この資料を利用している。

１４）『銅政便覧』（清）不著�人（影印本）台湾学生書局，１９８６年。
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１．順治～康煕期

清政府は順治４（１６４７）年に頒布した公定の換算率銀１両＝銅銭１，０００文（１

貫文）という基準で，京師二局の鋳造数の増減や地方鋳造局の開鋳・停鋳や銅

鉛の比重などによって，貨幣政策を調整し始めた。戸部に管轄された宝泉局で

鋳造した制銭が戸部銀庫に収蔵され，兵餉の支給の一部として使用された。工

部に設置された宝源局で鋳造された制銭が工匠や傭工の賃金に用いられた。こ

のような兵餉銀や工匠銀の一部が制銭で支給されたことを「搭放」という。京

師二局と各省鋳造局で鋳造した制銭が主に「搭放」という方法で常に民間市場

に流入された。

表１‐１に『清朝文献通考』に記載されている順治期の鋳造史実を簡単にまと

め，制銭鋳造数が載っていなかったため，『清実録』のデータをあげている。

順治９（１６５２）年まで順治通宝が１，１００万余貫を鋳造し，同１０－１８（１６５３－１６６１）

年に，一厘字制銭１，３００万余貫を鋳造した。それ以外，旧鋳銭２，０４６貫も加え

た。その記録の解釈について，彭信威は宝泉局の鋳造数であったと判断した

表１‐１ 清代宝泉・宝源局の制銭鋳造数と史実
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が，１５）足立啓二はその後，明らかになった档案史料より宝泉局鋳造額に戸部の

掌握する地方局の鋳造額を加えた値であろうと予測した。１６）『清朝文献通考』の

康煕期に「順治元年（１６４４）年から１４（１６５７）年まで毎年数万貫から数十万

１５）前掲彭信威，８２７頁。
１６）前掲足立啓二「清代前期における国家と銭」，５４頁。その档案史料は中国第一歴史档案
館編『清代档案史料叢編』（第七輯）（中華書局，１９８１年）を指す。附表２にその関連内容
をまとめてみた。

表１‐２ 清代宝泉・宝源局の制銭鋳造数と史実
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貫に増加し，同１５（１６５８）年以後，制銭の重量加増より鋳造額が減少し，同

１７（１６６０）年以後，鋳造額を回復し，宝泉局は２８万貫余，宝源局は１８万貫余

を鋳造した」１７）というようにまとめた。したがって，同１７（１６６０）年以前の間

に２４０～２６０万貫制銭鋳造数に疑問が残っているが，１７年以後の数字は『清実

録』の記録とほぼ一致しているので，京師二局は年間４６万余貫の鋳造量が確

実であろうと思われている。

表１‐２康煕期の制銭事情をみると，銅材調達の問題や制銭１文当たりの重量

調整や，私鋳銭の禁止及び各級官員の私鋳銭に関わる責任などを中心として行

われた。弁銅体制として，京師二局の鋳銭原料の調達を担当したのは，清初か

ら康煕３７（１６９８）年まで，関差に任せたが，３８（１６９９）年から５４（１７１５）年

まで，内務府商人に変わり，５４年以後から雍正年間，八省督撫に移った。そ

の時期に旧銭・銅器の回収と日本から輸出した洋銅を主要な銅材とした。制銭

１文当たりの重量は順治１４（１６５７）年の１銭４分から１銭に変更した。その

結果，同じ『清朝文献通考』の康煕期に「康煕初年，京師二局の鋳造額が減少

したが，２３－５０（１６８４－１７１１）年の間に，宝泉局の額は２３卯（或いは２８～９卯）

に，宝源局の額は１２卯（或いは１７卯）になった。康煕５０（１７１１）年以後，

二局は弁銅額より増減したが，６０（１７２１）年に二局は３６卯になった。宝泉局

の１卯鋳造数が１２，４８０貫で，宝源局の１卯鋳造数が６，２４０貫で，合計毎年

６７３，９２０貫であった」というように総括した。１８）この史料について現段階として

は，疑問がないようである。１９）そうすると，『清実録』に記載された鋳造額と合

わせてみると，康煕年間，宝泉局の鋳造額合計が１，７６１万貫になる。宝源局の

１卯鋳造数が宝泉局の半分であったので，また同６０年に二局の鋳造額が３６卯

になったことを考えると，少なくとも宝源局が８００万貫を鋳造したと予想でき

る。したがって，京師二局の鋳銭額は６０年間で合計２，５００～２，６００万貫であろ

１７）『清朝文献通考』巻十四，銭幣二，４９８０頁。
１８）同前。
１９）同１６）５５；６９頁。
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うと推算してみた。平均年間４０～４５万貫の制銭が八旗兵丁・漢籍官員餉銀や

傭工の賃金に「搭放」して，民間市場に流入された。

２．雍正期の状況

雍正帝の制銭改革については，銅・鉛の配重比率が６：４から５：５へ変更し

たことや，順治～康煕期に繰り返した制銭１文の重量を１銭２分に固定したこ

とや，鋳造原料である銅・鉛を主に日本から輸入した体制から国内産雲南の銅

と貴州の鉛を購入した方針に変わったことなどが，あげられる。

雍正帝の銅政に「無策であった」２０）という批判から近年の研究より「康煕期末

から雍正初にかけて鋳銭の欠損解消という成果を挙げ」，２１）「鋳造収益を獲得し

たことにより，地方局の制銭鋳造に積極性をもたらした」２２）という評価もある。

この時期の制銭鋳造数を推算してみよう。表１‐３より，『清実録』の鋳造額

記録と『清朝文献通考』に京師二局に命じた鋳造卯数と合わせてみると，康煕

期の１卯あたり宝泉・宝源局鋳造数を基にして，雍正５－８（１７２７－１７３０）年，

２０）川勝守「清，乾隆期雲南銅の京運問題」『九州大学東洋史論集』第１７号，１９８９年，４頁。
２１）上田裕之「清，順治期～乾隆期前半の京師宝泉・宝源二局における制銭の鋳造費用につ
いて」，３３頁。

２２）王徳泰，強文学「雍正朝貨幣制度改革的背景，内容和意義」『中国銭幣』２００６年，第４期。

表１‐３ 清代宝泉・宝源局の制銭鋳造数と史実
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同１１－１２（１７３３－４）年に二局の合計鋳造数は『清実録』の鋳造額記録に合って

いるようである。『清実録』に雍正１－４（１７２３－６）年の鋳造数が極めて少なかっ

たが，同９－１０（１７３１－２）年の数字は二局に命じられた合計数より多かった。

しかし，彭信威の判断したように，宝泉一局と計算すれば，また宝源局の鋳造

数が宝泉局の半分という定例で合計すれば，９４０万余貫になった。それは『清

朝文献通考』に京師二局に命じた鋳造卯数の雍正年間合計９５７万貫と一致して

いた。年間平均７０万余貫鋳造した可能性が特に雍正後期に十分にあると思わ

れる。しかし，この時期に地方鋳造局をよく停止したので，宝泉・宝源局から

康煕期より制銭を京師地域に多く供給したが，本格的な拡大期が乾隆期に入る

からである。

３．乾隆～嘉慶期

表１‐４の乾隆期の史実を見ると，京師二局は雍正期の銅政を引き続き，乾隆

元（１７３６）年に京師局用の銅総額４００万斤を雲南銅と日本銅各２００万斤ずつ命

じたが，３（１７３８）年から雲南銅定額６３３万斤余を京師用として決められた。

５（１７４０）年に「青銅銭」の改鋳より，清代において制銭鋳造が最も盛んな時

期を迎えた。

乾隆期の『清実録』の年末に鋳造額が記録されなかったので，『清朝文献通

考』をもとにして，毎年命じられた鋳造額で大胆に推算してみよう。乾隆元－

３（１７３６－８）年の間鋳造額がはっきりしていなかったため，雍正期１０－１３（１７３２－

５）年ごろの宝泉局４１卯，宝源局３７卯で計算した。表１‐４に議定した二局の

鋳造額卯数を，同４－６（１７３９－４１）年間各４１卯，同７－８（１７４２－３）年間各６１

卯，同９－２０（１７４４－５５）年間各７１卯という数値を「宝泉局の１卯鋳造数が

１２，４８０貫で，宝源局の１卯鋳造数が６，２４０貫であった」という康煕期の定例

で，表１‐５で５年ごとに計算した。京師二局は乾隆期年間約７，７５０万貫制銭を

市場に投入したと予測できる。

同じように『清朝文献通考』を参考にして整理した表１‐６と１‐７からみると，
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表１‐４ 清代宝泉・宝源局の制銭鋳造数と史実

表１‐５ 乾隆期京師二局制銭鋳造数
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嘉慶元－３（１７９６－８）年の間，乾隆末年に低迷した鋳造額７０万余貫から年間９０

万貫近くまで徐々に復旧した。同５（１８００）年に宝泉局が９１卯に，宝源局が

８７卯に増鋳され，鋳造額は１６０万余貫に達した。同９－１１（１８０４－６）年に宝泉

局の場合，月ごとに減少した記録があったが，宝源局が明確ではなかった。宝

源局が鋳造額７１卯で計算したら，年間１２０～１３０万貫になった。この鋳造額は

『大清五朝会典』に明らかにした数字よりやや下回っている。２３）

勿論，表１‐５と１‐７の数値は史料に記載したデータに依拠して推計したもので

２３）『大清五朝会典』（第１２冊）「嘉慶会典一」巻十四，「戸部・銭法」１８６頁より，宝泉局の
鋳造額は１１３．７万貫～１１８．６万貫で，宝源局は５３．７万貫～５８．３万貫であった。

表１‐６ 清代宝泉・宝源局の制銭鋳造数と史実

表１‐７ 嘉慶期京師二局制銭鋳造数
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あるので，毎年鋳造額の何割が実現できなかったかについて，今後，検討の余地

があるが，ここで最大の規模としたら，そのぐらいの量になると言えるであろう。

４．道 光 期

この時期の『清朝続文献通考』に鋳造事情が簡単に記載され，表１‐８のよう

にまとめてみたが，鋳造額について触れていなかった。ここで，入手している

断片的データが京師二局の道光２０年代の鋳造額であったが，表１‐９で表示さ

れている。宝泉・宝源局の鋳造額が年間１３０万余貫ぐらいと見られ，道光２

（１８２２）年と７（１８２７）年に宝泉局の年間７２卯という断片的な史料を合わせる

と，道光期に少なくとも１００～１３０万貫を維持したのではないかと予測できた。２４）

２４）王徳泰「十九世紀初期清代銅銭産量与当時銀貴銭賎関係的考察」，４０頁。

表１‐８ 清代宝泉・宝源局の制銭鋳造数と史実

表１‐９ 道光期２０年代京師二局制銭鋳造額
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第二節 地方鋳造局の鋳造量の推計

１．順治～康煕期

地方鋳造の推計が完全にできない状況とはいえるが，附表１と２を合わせて

みると，次のようなことがなんとか分かっている。各省は清政府の銅銭鋳造政

策に従い，順治２－７（１６４５－５０）年間に地方鋳造局をそれぞれ開設して，停止

命令を発布した同１４（１６５７）年まで継続し，同１７（１６６０）年に各鋳造局が停

止された。また，同１０－１３（１６５３－５６）年に１厘銭を鋳造したが，鋳造量が少

なかった。京師の宝泉局が戸部管轄した関税で旧銭・銅器などを回収して銅銭

の鋳造を維持してきた。地方も財政不安定の中で，銅銭鋳造の利益を獲得する

ことを一つの目的として，積極的に実行していたと見られる。例えば，江寧局

が順治３（１６４５）年に鋳造し始めて，表示しているデータで合計すると，６３．６

万貫であった。毎年の鋳造利益から予測すると，少なくとも順治１４（１６５７）年

まで，１００万貫が鋳造されたのであろう。第一節で検討したように，表１‐１の

鋳造量が順治期の全国鋳造総量であろうと思われるが，地方と中央の割合がま

だ確認できない。

附表３に表示したように，康煕６（１６６７）年に各省の鋳造局が再開されたが，

鋳造以来，官製銅銭が多くなり，流通停滞するという理由で，同９－１０（１６６９－

７０）年に停止することになった。２５）康煕２０年代福建・雲南・湖南などに新しい

地方鋳造局を設立したが，１０～１５年の間にまた停止に至った。福建の宝福局・

宝台局は１６８４年の解禁以降に明代古銭の使用を禁止したために，「康煕通宝」

を鋳造したが，２６）同３１（１６９２）年に宝台局を停止し，同３４（１６９５）年宝福局を

停止した。湖廣の場合は，湖北が同２６（１６８７）年に，湖南が同２２（１６８３）年

に鋳造したが，同３９（１６７０）年に銅銭の流通が停滞して価値が下がるという

理由で停止した。

２５）同１７），４９７２頁。
２６）『福建通志』（民国５１巻）に「福建銭法志」によると，康煕７年福建鋳造局を停止した。
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以上の観察より，順治～康煕期において，各省鋳造が非連続していることは

明瞭になっている。そして，鋳造利益を獲得するために鋳造局を設置した傾向

が濃厚であった。

２．雍正期の状況

附表４から分かるように，雍正元（１７２３）年から雲南の制銭鋳造を命令し，

地方各局の鋳造が同７（１７２９）年から定められた。佐伯富２７）は『清朝文献通考』

に記載されている各省の鋳造事情と各省の官員奏摺により，雍正期の鋳造額を

推計した。制銭鋳造額の記録がない場合，毎文制銭の重さ１銭４分と購買した

銅量数と合わせて，１割程度の減耗を引いて，計算したわけである。検討した

各省の鋳造額が非常に有用なもので，引用したが，省通志の史料に記載した数

値といくつかの違う点が存在している。例えば，『湖南通志』に同８（１７３０）年

から１０（１７３２）年末まで１５，３１０貫を鋳造したと明記している。２８）『清朝文献通

考』同４（１７２６）年の条に，雲南府と臨安府に鋳造炉を増加し，鋳造した制銭

を各省に発送すると定めている。２９）『湖北通志』に同年に雲南府と臨安府で鋳造

した制銭を本省内に流通した以外に，４万貫を湖廣の兵餉銀に搭放したと記述

している。３０）各省の通志において，銭法について必ずしも記述していなかった

が，『広東通志』と『四川通志』にも同じように雲南省から４万貫を運送して

きたと記載している。３１）雲南省の鋳造額について，厳中平の『清代雲南銅政考』

２７）佐伯富「清代雍正期における通貨問題」東洋史研究会編『雍正時代の研究』同朋舎出版，
１９８６年，６１９－６８７頁。

２８）曾国 等�『湖南通志（三）』清光緒１１年重刊本，台湾華文書局，１９６７年。巻５７，１３９４
頁，「自八年開鋳起至十年年底止鋳出銭一万五千三百一十串」。

２９）『清朝文献通考』巻１５，銭幣三，４９８５頁，「増雲南省城及臨安府局炉座鋳銭発運各省」と
書いている。

３０）張仲 等纂『湖北通志』民国１０年重刊本，台湾華文書局，１９６７年。巻５２，１２３５頁，「雍
正四年覆准雲南省城臨安二局制銭除本省搭放流通外以四万貫発運湖廣等省令各省…」。

３１）『広東通志（五）』同治３年重刊本，台湾華文書局，１９６８年，１７９巻，３０７４頁。『四川通
志（四）』嘉慶２１年重刊本，台湾華文書局，１９６７年，巻７０，２３６４頁，雍正四年にはっき
り書いていなかったが，雍正十年条の前に記載されている。

清代における銅銭鋳造量の推計 ２４１



により，雍正年間雲南鋳造局の鋳造額を合わせると，２２２．６万貫になるが，３２）佐

伯富の推計した２１７．５万貫との差は多くなかったと思われる。

３．乾隆～嘉慶期

附表５で示しているように，乾隆年間に各省の鋳造が清代初期に比べて長期

的に行われ，雲南銅鉱の繁栄により，京師二局を運送した以外に，地方鋳造局

の購入も許可された。

表２‐１は『欽定戸部鼓鋳則例』に記載されている各省の鋳造データをまとめ

たものである。規定している卯数・制銭鋳造額と，『清朝文献通考』に個別的

なデータと，一致することが少ないが，近いと判断している。それで，『欽定

戸部鼓鋳則例』に規定した各省の毎年銅使用量と鋳造数を基にして，購入銅量

３２）厳中平編著『清代雲南銅政考』９５頁第５表より計算した。

表２‐１ 乾隆年間の地方鋳造事情
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数と合わせたら，鋳造可能年数になり，また制銭鋳造可能額を算出する。現段

階の史料で判断できる数値を修正し，鋳造額修正として表示している。その方

法で乾隆～嘉慶期の各省の制銭鋳造総量を推計してみたい。

まず，雲南銅を主に利用した省から検討してみよう。『清代雲南銅政考』に

各省購入雲南銅量の推計に依拠して表２‐２（１）を作成した。乾隆５（１７４０）年

から嘉慶１６（１８１１）年までのデータがあるので，４段階で推計してみた。その

目的は後述するように乾隆期からの大量鋳造をもっと詳細に分析したいからで

ある。

江西省の場合は乾隆７（１７４２）年に鋳造を開始し，同１０（１７４５）年まで購入

した銅量が２年間鋳造可能であるが，乾隆２１～６０年間，大量に購入して合計

４５年間の鋳造可能になった。少なくとも規定した毎年鋳造額が完成できると

考えられる。その間に定額以外の鋳造が見られないので，乾隆期に使い残った

銅量が嘉慶期に使いまわす可能性もある。そうすれば，嘉慶に１２年間以上の

鋳造可能があり得ると思われる。また，乾隆５９（１７９４）年に各省の鋳造停止

を定めたので，３３）３８年間２２６．２万貫を鋳造したことになる。嘉慶１－１６（１７９６－

１８１１）年まで計算すると，１１２．１万貫になる。

廣西省の宝桂局は乾隆７（１７４２）年に鋳造し始めたが，同１０（１７４５）年まで

雲南銅を買う記録を明記していなかった。３４）表２‐２（１）に表示しているように，

乾隆７年に省内の銅源を利用して２８，８００貫の鋳造額を申請したが，１１（１７４６）

年に省内の銅が足らないので，雲南銅を購入すると申し上げ，１４（１７４９）年に

９６，０００貫が鋳造するように許可された。３５）それで，乾隆１０（１７４５）年まで１１．５

万貫を鋳造した可能性がある。同１１（１７４６）年から嘉慶期まで雲南銅の購入

量が分かるが，省内で採掘した銅量が把握できないことによって，推計額ぐら

いを鋳造したと予測できるであろう。

３３）『清朝続文献通考』巻１９，銭幣一，７６８６頁。
３４）厳中平編著『清代雲南銅政考』８５頁第３表と『銅政便覧』４９１頁より，乾隆１１年から
広西省は雲南から銅を購入し始めた。

３５）『清朝文献通考』巻１６，銭幣四，５００１頁；巻１７，銭幣五，５００７頁。
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雍正期から鋳造していた貴州省は乾隆元（１７３６）年の鋳造以来，同４（１７３９）

年に炉を１０から２０座まで増加し，９年に卯数も増加した。３６）『清代雲南銅政

考』の推計が乾隆５（１７４０）年からのデータであったが，『銅政便覧』３７）によれ

３６）同前４９９６，５００１頁。
３７）『銅政便覧』５０１－３頁。

表２‐２ 乾隆～嘉慶期各省銅の購買数量合計と鋳造額推計（１）
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ば，雍正１１，１２年，乾隆元年，２年，８年に購入した記録があるので，乾隆

４（１７３９）年の１０．４万貫を同８（１７４３）年までに鋳造したこととしたら，４１．６

万貫になる。また同９（１７４４）年の１２．９万貫を加えると，乾隆１０（１７４５）年

まで５４．５万貫を鋳造した可能性になろう。乾隆２４（１７５９）年に『清朝文献通

考』に記録している鋳造額と，『欽定戸部鼓鋳則例』（乾隆２２年編纂したもの

と見られる）に記載している定額，増加額の合計値と，一致していることが明

らかになった。しかし，厳中平が指摘しているように，３８）雲南銅の購入量が最も

多かった貴州において，乾隆２１～６０年間の鋳造額が２８０万貫ぐらいであった。

嘉慶１６年まで１３０万貫ぐらい鋳造した可能性がある。

陜西省は順治と康煕期に鋳造した記録があるが，雍正期に鋳造局を設置して

いなかった。乾隆１３（１７４８）年に西安府で鋳造局を設立するまで，四川省の

鋳造事情で分かったように乾隆１１－１６（１７４６－５１）年間，毎年３１，２００貫が支援

された。『清朝文献通考』に以下の記録が残されている。３９）１３（１７４８）年に巡撫

陳宏謀は銅銭の価値が上昇しているので，浙江・江蘇省の商人が輸入した日本

銅３０万斤が本省にとどいて，年間制銭７２，８００貫を申請した。同１６（１７５１）年

に四川銅２５万斤を購入し，炉１０座を増設し，４８，６００貫の鋳造が許可され，

同１９（１７５４）年以降，日本銅減少より四川銅鉱から３５万斤の購入量を申し込

んだ。同２９（１７６４）年に四川銅の減少より，鋳造銅量３８万斤を雲南から購入

すると許可された。以上の史実を基にすると，表２‐２（１）のようになる。

湖北省について，『清朝文献通考』の乾隆８（１７４３）年条に，商売繁盛で，

小銭が広く行使されるので，雲南銅を購入して，制銭７２，８００貫を申請した。４０）い

ままで利用した『清代雲南銅政考』には湖北の乾隆期推計についてあまり論述

されてないので，『銅政便覧』の記録を引用した。嘉慶期のデータはまた『清

代雲南銅政考』から引用した。また，『湖北通志』には記録した銭法の内容と

３８）厳中平編著『清代雲南銅政考』，２０頁。
３９）『清朝文献通考』巻１７，銭幣五，５００６頁の１３年条；５００８頁の１６年条；５０１６頁の２９年
の条。

４０）同前，５０００頁の８年条。
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『欽定戸部鼓鋳則例』の記載と一致しているので，参考にした。同１８（１７５３）

年に漢口から銅４０万斤を購入し，８６，９００貫を鋳造した。４１）同１９（１７５４）年に

毎年２４卯を増鋳することが認められた。また，湖南省から使いきれない省産

の銅１０万斤を購入することを合意した。それで，同２０（１７４５）年まで，合計

５５．３万貫ぐらいと予想できる。同２１－６０（１７４６－８５）年間，雲南銅を主に利用

して，推計したように１４５．５万貫になる可能性がある。ちなみに，湖南の１０

万斤が何年まで持続するかが確認できないので，累計には省略した。また，政

府が買い上げた日本銅２５万斤を湖北省に分配することとなるが，実際に定額

通りに輸入できなかった。４２）嘉慶１－１６（１７９６－１８１１）年まで６１万貫を推計した。

次に，雲南銅と輸入した日本銅を購買した省について検討してみよう。表

２‐２（２）に推計したデータにおいて，明和５（１７６８）年まで明記している船名で

持ち帰った銅量をそれぞれに推計してみた。船名によって，寧波船・乍浦船・

南京船が浙江，江蘇２省，厦門船が福建省，廣東船が廣東省から出発した船で

あったと考えられる。それ以降，船名が判明しにくくなるが，それまでの１０

年間乍浦船が多かったことから考えると，浙江，江蘇２省に銅を輸入し続けた

可能性が十分高いといえるであろう。

表２‐１と表２‐２（２）を合わせて，江蘇省と浙江省を一緒に考察してみよう。

宝蘇局は乾隆元（１７３５）年の鋳造命令にしたがって開始したが，２（１７３７）年

に停止され，５（１７４０）年に雲南銅を購買して４６万斤の銅を使って鋳造し始め

た。宝浙局は同５年に雲南銅３３万斤と日本銅を合わせて５３万斤を使って，鋳

造を開始した。４３）清政府は雲南銅の産量が多くなっても，日本銅の輸入を放棄

しなかった。５年条には，江浙２省の商人に日本銅の輸入を相変わらず命じ

て，購入量の半分を商人に自由に販売してもらい，半分を２省が購入すると議

定した。９年条には，日本銅を５省に分配することを決め，１１（１７４６）年に輸

４１）『湖北通志（三）』巻５２，１２３５－６頁。
４２）『清朝文献通考』巻１６，銭幣四，５０００頁。
４３）同前，４９９７－８頁，５年条。２省の銅使用量と『戸部鼓鋳則例』の記録とほぼ一致してい
る。
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表２‐２ 乾隆～嘉慶期各省銅の購買数量合計と鋳造額推計（２）

表２‐３ 日本から輸入した銅数量（万斤）
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入量を減少し，１５（１７５０）年にさらに減少していたが，商人を派遣することを

止めなかった。４４）それで，表２‐３に寧波船・南京船・乍浦船で積んで帰った銅

総量をそれぞれの年数で平均してから，２省の最小購入値を仮定してみた。即

ち，乾隆１０（１７４５）年までに毎年２０万斤，１１－２０（１７４６－５５）年まで毎年１５

万斤，２１－３３（１７４７－１７５９）年まで１５万斤で計算してみた。表２‐２（２）に雲南銅

と日本銅を合わせて鋳造年数と額を推定してみた。日本銅の輸入が量的に減少

していたが，１８３３年までの唐船輸出入品数量一覧には銅の輸出が確認でき

る。２１－３３年間に，乍浦船が多かったことからみれば，江浙２省に持ち帰った

可能性も高いであろう。したがって，表２‐２（２）で推計した鋳造額が多分最低

値であろうと思われる。ちなみに，四川省から購入の可能性もあるが，記録が

ないので，検討できない。

表２‐３と表２‐２（２）を合わせながら，『銅政便覧』も参考した上で，推計して

みよう。廣東省は乾隆１０（１７４５）年に古い銅銭を駆逐する目的で鋳造局の設

置，１７，２４４貫４５）の鋳造額を申請した。この時期に廣東船で日本から持ち帰っ

た銅が他省に運送の可能性が高いと見られる。それで，１０（１７４５）年まで１．７

万貫を修正した。乾隆１４（１７４９）年７２卯で３４，４８０貫の数値と『欽定戸部鼓

鋳則例』の３４，５６０貫と近いので，後者の数値で計算してみた。同１１－２０（１７４６－

５５）年に雲南銅と日本銅を合わせると，１１．５年間の銅量になる。管見する限

り，定額以外の増加記録がなかったので，１０年間で３４．６万貫を修正した。日

本銅の一部分がまた他省に行く可能性もあろう。同２１－６０（１７５６－９５）年間の

購入量について，『清代雲南銅政考』（１７２，４２１斤の１８回で３６７．８万斤と推計

した）と『銅政便覧』（１５万斤の２７回で４０５万斤と記録した）の相違が若干

みられる。厳中平は史料を利用した際に，『銅政便覧』で推計したデータが最

４４）同前，５０００頁。９年条に「毎年辨洋銅一百三十万斤解運直隷保定府三十万斤陜西西安府
三十万斤江蘇蘇州府二十万斤江西南昌府二十五万斤湖北武昌府二十五万斤」と議定した。
しかし，１１年予定通り帰国できず，８０万斤まで減額し，１５年に５０万斤まで減額した。そ
の銅を各省に分配して運送すると記録している。実は分配された省の銅量が判断できない。

４５）『清朝文献通考』巻１６，銭幣四，５００１頁。
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低値として，阮元『雲南通志稿』のデータが最高値として採用している。４６）し

たがって，雲南銅（１７２，４２１斤の２７回で）５２３万斤で修正して，３７年間鋳造

の可能性を予測した。

福建省の鋳造額について既に推定してみたが，４７）『銅政便覧』と『欽定戸部鼓

鋳則例』に記載している数値を合わせながら，再確認する必要がある。『清朝

文献通考』の乾隆５（１７４０）年に鋳造局を開設したと記録したが，４８）実は台湾の

軍士が銅銭を使用したために，４（１７３９）年に鋳造しはじめたのである。毎年

の鋳造額について，『福建省例』「銭法例」に４３，０００余貫の叙述４９）と，『欽定

戸部鼓鋳則例』の４３，２００貫５０）と，一致しているので，この数値を基本として

使いたい。同４（１７３９）年の鋳造量を加えると，同１０（１７４５）年まで，１３．９

万貫に修正した。『銅政便覧』５１）によると，同２８（１７６３）年以降，６０万斤ぐら

いの雲南銅を３年に１回購入したと記録している。前述したように，厳中平の

推計が阮元『雲南通志稿』のデータを基にして毎年６５２，９２０斤で，５万斤が多

かった以外に，毎年購入しているとみられている。そうすると，もし福建省内

において１局で鋳造するならば，同２１－６０（１７５６－９５）年間で購入した銅総量

が１２１年間の鋳造量になる。これは当然あり得ないことである。拙稿で引用し

た『福建貨幣史略』５２）により，福建の省都福州で宝台局も設置し，台湾の軍兵

の給与用に制銭を鋳造したと分析している。宝台局の場所，毎年鋳造額などの

史実はまだ明らかになっていないが，兵数で推算すれば，毎年６万貫で銅４８

４６）同３４）。
４７）拙稿「清代福建省における経済発展と貨幣流通」『松山大学論集』１９－１，２００７年，１８１－４
頁。表２‐１に示しているように，宝福局が乾隆５年に４８，５３３貫という数値で推計したの
で，嘉慶１６年まで福建二局の合計が約５５５万貫になっている。その結果が４３，０００貫とい
う数値で推計したものより，若干多かったと見込んだ。

４８）同３３）。
４９）台湾銀行経済研究室編『福建省例』「銭法例」台湾文献叢刊第１９９種，台湾中華書局，１９８４
年，５７９－５９５頁。

５０）『戸部鼓鋳則例』，１６４頁。
５１）『銅政便覧』，４７４頁。
５２）福建省銭幣学会編著『福建貨幣史略』北京中華書局，２００１年，６６－８頁。
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万斤を需要したと予測されている。仮に二局で使われている銅量を計算すれ

ば，３２．７年間分になる。表２‐２（２）の福建について，表示しているように，宝

福局を優先的に推計した後，仮定として宝台局も同じ年間数を推計してみた。

嘉慶１６年までの合計が約５１１万貫になり，前稿で推計した約５５５万貫より少

なめになっている。いまの段階では仮説の方が史実に近いものではないかと思

われている。５３）

最後，本省産の銅を主に利用している省の鋳造局についてみたい。

湖南省は乾隆期に雲南銅をあまり利用しなかったことがわかった。５４）乾隆６

（１７４１）年に鋳造した２４，０００貫が雲南銅を使ったものの，同１３（１７４８）年か

ら省内産の銅鉱採掘が順調になった。同１９（１７５４）年に炉を５座増加し，２１

（１７５６）年に炉が１０から２０座に増え，８４，３７９貫を鋳造した。また，同２４（１７５９）

年に制銭８万貫の鋳造を増加して甘粛省に２年間支援したこともあった。同

４４（１７７９）年に銅の産量が減少したために，炉が１５座になり，３０万斤銅

で，６３，２８０貫が鋳造可能であった。『銅政便覧』５５）には乾隆７（１７４２）年の１５．８

万斤と１６（１７５１）年の１０万斤を購入した記録しかない。したがって，仮に乾

隆１０（１７４５）年まで２．４万貫を定額として，合計１２万貫の鋳造が可能になり，

２０（１７５５）年まで２４万貫になる。２１（１７５６）年から『欽定戸部鼓鋳則例』に

記載している９．６万貫を定額として推計して，４４（１７７９）年までに鋳造し続け

れば，２２０．８万貫になる。２４－２５年間，甘粛に運送した増加分が湖南省内に流

通していなかったので，累計しなかった。４４－６０（１７７９－９５）年間６．３万貫を定

額として，推算すれば，１００．８万貫になる。乾隆年間，合計３２１．６万貫を鋳造

した可能性がある。嘉慶７－１６（１８０２－１１）年間雲南から毎年２２万斤を購入し，

５３）葉真銘「清代乾隆時期福建宝福局為台湾鋳銭小考察」（『中国銭幣』２００８年４期）に省城
福州の一ヵ所の鋳造局で台湾用の制銭を鋳造したという見解を示した。即ち，鋳造二局を
設置すると，鋳造コストと費用が倍かかるので，同一鋳造局で「乾隆通宝」の裏面で「宝
福」「宝台」という漢字が刻まれることによって２種の制銭を区別するというやりかたが
合理的であると指摘した。この見解は制銭鋳造額の推計に影響がないと考えられる。

５４）『清朝文献通考』巻１７銭幣五，５０１１－１３頁。『湖南通志（三）』巻５７，１３９４－５頁。
５５）『銅政便覧』，４８１頁。
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合計２２０万斤になるが，省内の銅を合わせて年間６．３万貫が鋳造可能である。

つまり１００．８万貫になる。しかし，２５年に鋳造炉が１０座まで減り，年間４．２

万貫の鋳造量が軍兵の年間３．１万貫の需要に満足したので，１５－１８（１８０１－１３）

年間，１３７卯を鋳造しなかったことがわかった。５６）したがって，嘉慶１６（１８０２）

年まで，７３．４万貫になるであろう。

四川省は乾隆５－１０（１７４０－５）年に雲南から銅を購入したが，それ以降，省

内の銅鉱が豊富になり，嘉慶期まで大量な鋳造が行われたことが判明した。５７）乾

隆元年から各省の鋳造命令に応じて開始し，同３（１７３８）年に炉が７から１５

座までの増加と，銅鉛６０万斤で年間７２，８００貫の鋳造を申請した。その時に雲

南から３３万斤銅を購入し，それで，３６．４万貫が鋳造できた。同７（１７４２）年

以降，省内銅鉱が採掘し始め，１１（１７４６）年に陜西省に制銭３１，２００貫の鋳造

５６）『湖南通志（三）』巻５７，１３９６頁。『欽定戸部鼓鋳則例』に年間２４卯，９．６万貫で計算す
れば，１卯が４，０００貫になり，１３７卯が５４．８万貫になる。

５７）『清朝文献通考』巻１６，銭幣四，４９９５頁；巻１７，銭幣五，５００５頁。『四川通志（四）』
巻７０，２３６４－９頁。『欽定戸部鼓鋳則例』１７７－８２頁。

表２‐２ 乾隆～嘉慶期各省銅の購買数量合計と鋳造額推計（３）
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を協力するために，炉１５から３０座までに増加した。表２‐１の四川状況から分

かるように，鋳造の代替や増加鋳造がしばしば行われ，『四川通志』の乾隆４４

（１７７９）年，嘉慶５－６（１８００－１）年に１４万貫の増鋳記録が明確になっている。

それで，『欽定戸部鼓鋳則例』に記載している１３．４万貫を鋳造額として，表

２‐２（３）のように推計してみた。つまり，乾隆年間合計７０６．４万貫，嘉慶１６年

まで２１４．４万貫を鋳造したことになるが，この仮に累計した数値が最低値であ

ろうと思われている。

雲南省について『清代雲南銅政考』より１３鋳造局を時期別に推計して，表

２‐２（４）のように，乾隆年間合計２，４１１万貫，嘉慶１６年まで１３８．２万貫になる。

直隸宝直局と山西宝晋局について表２‐１に挙げている情報があるが，雲南か

ら購買する記録がなかった。少なくとも日本銅と本省で調達した銅を利用し

て，鋳造が行われたが，時期的に鋳造額が確認できない。

４．道 光 期

表２‐３に引用した各省の鋳造額は表２‐１に示している『欽定戸部鼓鋳則例』

の鋳造数と同じ額の省が半分ぐらい存在した。唐与昆が『制銭通考』を書く時

に，『欽定戸部鼓鋳則例』を参考にした可能性が証明できないが，この数値の

信頼性に疑問を持っている。ただし，もし，事実であれば，地方鋳造額が長期

的に変わらなかったことになり，乾隆～嘉慶期の推定も史実に近いと思われ

る。データの限界で道光期各省の鋳造額を推定することを断念した。

表２‐２ 乾隆～嘉慶期雲南省鋳造額推計（４）
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第三節 銅銭鋳造の不均衡

順治と康煕期の鋳造量が京師二局のものか，地方鋳造額を合計したものかに

ついて，新しい史料の発見により，検討する余地があるが，各省の鋳造事情・

期間を見ると，地方の鋳造量が極めて少なかったことが明瞭になっている。乾

隆期に雲南銅の繁栄より，京師二局の銅源が保証された一方，各省鋳造局の銅

源も頼ることになった。ここで，省の単位において，時期別にどのような変化

をもたらしたかを分析してみたい。前節で推定した各地方鋳造局の鋳造累計量

を各省の人口数とリンクして，１人平均制銭使用量を算出する。数値の高い省

が制銭の普及度が高いと思われる。そして，表２‐２（１）－（４）で推定した鋳造可

能額が現段階の史料範囲で利用できる銅量で計算したものなので，最低値とし

て考える。省内の銅器，四川省から銅の調達などの可能性があるので，乾隆５

年～嘉慶１６年までずっと鋳造し続ける場合を最高値として採用する。観察範

囲は雍正期，乾隆２０年まで，乾隆６０年まで，嘉慶１６年までという４段階で

説明する。各省の人口数が梁方仲５８）の推計を利用しているものである。

表２‐４ 道光期２０年代全国鋳造額
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表３‐１には雍正末期の各省の制銭鋳造量と人口数を平均した数値を表示して

いるが，その数が各省の銅銭使用量であると考えられる。雲南・貴州の鋳造量

が非常に多くて，その地域の人口が少なかったので，１人平均使用量が

１０，０００文以上になったと見られている。公定比価１両＝１，０００文で交換すれ

ば，１０両以上使用できる状態であった。それは雲南銅鉱の開発と政府の制銭

政策より，鋳造した銅銭がその地域に集中した事実が読めるであろう。しか

し，四川，湖南，湖北の１人平均使用量が１００～２００文ぐらいで，山東・江

蘇・安徽・浙江・江西が３０～５０文程度であった。山西省がわずか８文であっ

た。廣東・福建省の鋳造がまだ行われていなかった。それで，全国的にアンバ

ラスな状態が始まったと言えるであろう。

表３‐２は乾隆５（１７４０）年から嘉慶１６（１８１１）年まで累計したものである。

同５（１７４０）年から雲南銅鉱から購入するデータが残されているので，より具

５８）梁方仲編著『中国歴代戸口・田地・田賦推計』２５８頁甲表７８と２６２頁甲表８２。

表３‐１ 雍正末各省の制銭鋳造量と１人平均制銭使用量（仮定）
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体的な数値が算出できる。また，その年から，制銭の銅で銅器製造を防ぐため

に，錫の成分を入れて，「青銭」を鋳造するように命じた。５９）それで，各省では

いままで公定しなかった成分比例が，原料１００斤ごとに銅５０斤と統一され

た。推計設定としては，５－２０（１７４０－６５）年まで各省の事情に依拠して，鋳造

開始年が一致していなかったが，２０年までほぼ全国の各省では鋳造していた

状態であった。２１－６０（１７５６－９５）年までは各省が財源の範囲で銅を購買した時

期であり，銭法において，安定的に鋳造する時期でもあったが，各省の銅量の

獲得によって，鋳造量の差も存在した。嘉慶期１６（１８１１）年までという設定

が史料の記録に関係がある以外に，四川省のように，銅の産出量が減少すると

ともに，鋳造量も減ったとみられ，その影響が他省にまで及んだと思われる。

そして，史料で記録した銅購買量が『雲南通志稿』で残された記録であったの

５９）『清朝文献通考』巻１６，銭幣四，４９９６頁，５年条。

表３‐２ 乾隆～嘉慶期各省の制銭鋳造量と１人平均制銭使用量（仮定）

清代における銅銭鋳造量の推計 ２５５



で，各省から申請したものではなく，現地購買データとして信頼度があると判

断した。それで，推算した１人平均使用量は鋳造可能年数で計算したものであ

るので，最低数値として見られる。どの史料でも鋳造年数に関して論じてな

かったので，停止したという記録がない限り，鋳造したであろうと考えられ

る。したがって，乾隆５年から嘉慶１６年の間に記録がなくても，鋳造が持続

したと仮定して，１人平均使用量最高値として推算してみた。

わかりやすく説明するために，表３‐１と表３‐２で推算した数値を表３‐３のよ

うに示している。まず印をつける省から見よう。乾隆２０年までの陜西省では

四川で鋳造した制銭を協力し受けた時期があったので，その分を推計したら，

１人平均使用量最高値と最低値も逆になったのである。また，福建の数値も乾

隆２０年まで，ほぼ９０文ぐらいであったが，乾隆６０年までと嘉慶１６年までの

数値が逆になっている。前節で分析したように，福建省では鋳造局が１か所で

あれば，雲南の銅購入量を推計すると，鋳造年数が１２０年以上のあり得ない数

値になる。それで，台湾軍兵用への鋳造が行われたと判断して，推定してみた。

しかし，１人平均使用量最高値を推算する場合，『欽定戸部鼓鋳則例』の福建

条を利用したので，一局の数値になるので，購入銅量の二局の計算より低く

なっている。

次に，表３‐３に推計した各省の１人平均使用量をみると，乾隆５－２０年間雲

南・貴州・四川・廣西では１人平均使用量が多く，他の省が低かったと見られ

る。軍兵給与への銅銭搭放という銭法政策が各省で実施され，申し込んだ鋳造

定額が一定ではなかった。その４省の人口数が基本的に少なかったので，他省

と比べれば，１人平均使用量の差異がはっきりとしている。山西・福建・廣東

の最高値をみても，９０文ぐらいまでで止まっていた。乾隆６０年までの数値を

みると，１人平均使用量が雲南省の６，８００文以外に，貴州・四川・廣西が人口

増加により，減少して，他省が増加していたようになった。しかし，各省の増

加量の比例がそれぞれで，一致していなかった。例えば，廣東の場合，乾隆

６０年まで１人平均使用量が６０～１００文であり，鋳造定額３４，５６０貫が人口の増
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加に伴い，流通需要量に満足できなかった実情がはっきり読めるであろう。省

内において，銅銭不足であるが，当時の官員は他省との差異が分からなかった

ので，その現状が乾隆期後半から外国銀元を使用し始める原因の一つではない

かと思われる。そのような鋳造情勢で，嘉慶期まで続けて，１６年までの推定

をみると，各省の変化が見られる。１人平均使用量最高値２００文までの省に山

西・江蘇・江西・廣東が挙げられる。そして，四川の１人平均使用量が銅鉱の

衰退で鋳造量を減少したり，人口増加が激しかったりという原因で，銅銭使用

量が多かった雲南・貴州・廣西と比べると，幅広く減少したと観測された。直

隷と山西省の銅の購入状況が不明なので，１人平均使用量の最低値が判断でき

ない。しかし，必ず最高値の通り，鋳造したかについて疑問がある。というの

は，銅の来源が明瞭にできないからである。したがって，全体から観察した結

果，各省の１人平均使用量がバランスを取っていなかった状態を持続したと考

えられる。以上の推計には多少の誤差や実態との差が結構存在した中で，この

仮定の結果により，史料に言及した銅銭不足，銭貴という現象について，各省

間にある程度銅銭使用量の相違は明瞭になっている。

表３‐３ １人平均の制銭使用量（文）（仮定）
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ここで注目すべきことは，地方鋳造局が一貫的に省城に設置されたことであ

る。一つの省が幾つかの府・州で結成され，省都市で鋳造した制銭が必ず軍兵

への銅銭搭放で円滑に市場に供給したこととは言え，省城を中心とした地域で

よく使用されたことが分かった。６０）ここで推定した乾隆５年～嘉慶１６年までの

７０年間において，各省の制銭鋳造量がある程度明らかになっているが，それ

ぞれの省でどの地域を中心として使用されたかがまだ不明である。ただし，軍

兵がよく駐在した地域は軍兵の数が少なかった地域より，制銭使用がもっと広

く普及したと予測できるであろう。

そして，順治期から嘉慶期まで各省鋳造局の期間を統合的に見れば，以下の

事実が分かっている。江南地域の江寧鋳造局，山東・河南省の鋳造局が順治期

に設置され，雍正期まで鋳造が行われたが，乾隆期に入ってから，鋳造事情が

現在の史料を見る限り，全く記録していなかった。それで，乾隆期で鋳造局の

機能を発揮しなかった可能性が高いと思われる。もし，事実であれば，この３

省での銅銭需要が隣省の制銭を使用したか，私鋳銭を鋳造したかということに

なるであろう。ちなみに，安徽省の徽州地域の土地売券６１）を観察した限り，

銀両使用が主流で，銅銭使用が極めて少なかった事実は，乾隆期から公的な制

銭鋳造が行われなかったことに深く関連すると考えられる。

また，表１‐５と表１‐７を利用して京師二局鋳造額を乾隆２０年まで推計する

と，２，２７６．５万貫になり，乾隆６０年までなら，累計７，７５０．７万貫になり，嘉

慶５（１８００）年まで累計８，３１８．５万貫になる。京師人口が乾隆４６（１７８１）年に

２１８万人で，光緒８（１８８２）年に２４６万人であった。６２）乾隆２０年まで２００万人

で推定すれば，１人平均使用量が１１，３８０文になり，乾隆６０年まで２２０万人口

６０）拙稿「清代における福建省の貨幣使用実態――土地売券類を中心として」，「清代福建
省における経済発展と貨幣流通」『松山大学論集』１８－３，２００６年；１９－１，２００７年。福建の
土地売券を考察した結果，福州に近い東部，北部で銅銭使用が活発で，福州と離れている
南部では外国銀元使用が多かったことが明らかになった。

６１）岸本美緒「「七折銭」の慣行について」『清代中国の物価と経済変動』研文出版，１９９７年，
３５４－９頁。その観察より，蘇州の土地売券における銅銭使用が明瞭であるが，徽州の土地
売券には銅銭使用が若干あるぐらいである。
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で推算すれば，３５，２３０文になる。京師範囲内なら，制銭使用の普及率が各省

より活発になったことがうかがわれ，京師と地方の制銭使用のアンバラス態勢

が清代において長期的に存在していたことを示していた。

む す び

本稿は京師二局と地方鋳造局の鋳造事情を検討することにより，鋳造額を推

計してみた。いままで注目しなかった各省間の鋳造実態を検討し，各省の鋳造

額を推算してから人口と平均して，各省間の１人平均銅銭使用量を比較してみ

た。この推計作業と仮説によって，以下のことが明らかになったといえるであ

ろう。

�清代全国鋳造局分布と各時期の鋳造期間をみると，順治期には四川・貴

州・廣西・廣東に鋳造局が設置されておらず，中原の方を中心として展開して

いた。康煕期にほぼ全国的に鋳造局が設立されていたが，鋳造原料であった銅

の買収が極めて難しかった中で，京師二局が優先された。雍正期には貴州・廣

西・廣東・福建・陜西省の鋳造は見られなかった。乾隆期の大量鋳造により，

銅銭使用が浸透していたにもかかわらず，安徽・山東・河南では鋳造は行われ

なかった。それらの省では京師二局や隣接の省の制銭に依存した以外に，公的

な鋳造ではなく，私的な鋳造が当地域の銅銭需要に応じた可能性もあろう。そ

れも私鋳銭が氾濫した原因の一つであろうと考えられる。

�全国的に俯瞰すれば，乾隆５年から嘉慶１６年までの推計により，各省の

制銭量の不均衡性が十分存在している。そもそも軍兵給与の１－２割を銅銭で

支払うという手段が銀両・銅銭の公定比価を維持することより，軍兵の利便を

優先させたと思われる。鋳造定額の設定から，その省の人口数を考慮しなかっ

たので，各省の１人当たり銅銭使用量が異なってしまった。６０－７０年間の鋳造

により，使用量が増加したとみえるものの，各省の間のそれぞれの差が埋めら

６２）韓光輝『北京歴史人口地理』北京大学出版社，１９９６年，表３－２２，１２９頁。
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れなかった。雲南周辺の省の使用量が多くて，他の省が極めて低かった。また，

制銭の鋳造が行われなかった省も存在しており，銅銭使用が拡大していったと

見られる一方，銅銭を行使しなかった地域も存在していたはずである。拙

稿６３）で明らかにしたように，各省の鋳造局が大体その省都都市に設置され，

制銭が軍兵給与から細い流れのように市場に徐々に供給された。各省内におい

ても各地域の隅まで必ず浸透したとはいえない。

�本稿での基本作業により，順治から嘉慶・道光までの時代縦軸と，各時期

で行われた鋳造事情について各省で反映した平面図と合わせて，清代銅銭鋳造

の全国像がある程度明らかになっている。つまり，主要貨幣であった銀両から

銅銭使用への転換原因と�いでいると考えられる。例えば，なぜ江南地域にあ

る徽州の土地売券に銅銭使用が少なかったか。一つの原因として，乾隆期にお

いて，安徽省江寧局での鋳造が持続しなかったので，銅銭使用がその地域で浸

透できなかったと考えられる。

�本稿の分析結果はあくまで現段階でよく利用されている官�史料からデー

タを引き出し，記載されている数値で推計したものである。実際，地方鋳造局

の鋳造数値との差がどのぐらい存在したかについて，今の段階では把握できな

い。もっと有用な史料の収集により，吟味する必要が十分にある。あるドイツ

学者は現物の清代銭幣と史料をつき合わせ，制銭年譜を完成し，その研究によ

り整理した乾隆期の制銭鋳造量を明らかにしている。６４）しかし，その数値は本

稿の仮説で推計した全国鋳造総量の４分の１ぐらいにすぎない。

６３）同６０）。
６４）布威納（中国語の訳名）Werner Burger 「我的清代貨幣研究歴程与成就」『中国銭幣』２００５
年１期，１２－１９頁。著者が中国第一歴史档案館で収蔵している『内閣漢文題本戸科史書（貨
幣類）』に記載している制銭鋳造報告書を利用して，乾隆期の制銭鋳造量を整理した。例
えば，その数値を参照すると，乾隆５年まで１８２．３万貫，２０年まで９３３．１万貫，６０年ま
で３，２３２．３万貫になるが，本稿で推計した京師二局の半分になっていない。表３‐２の地方
鋳造局の鋳造量を累計すると，乾隆５年まで１，６００～２，２００万貫で，６０年まで６，４００～
８，０００万貫ぐらいであった。（直隷省が申請した鋳造額を完全に実行したと判断しにくいか
ら，累計量控えめにした）『Werner Burger『清銭編年譜（Ch’ing Cash until１７３５）』美亜書
版股 有限公司，１９７６年。
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以上の結論と疑問を追求するために，供給された制銭が各省レベルの市場で

どのように流通していたかという実態を明らかにするために，眠っている史料

をもっと探して，調査する課題はまだ残っている。

附表１ 順治期における地方鋳造局の鋳造期間
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附表２ 順治期における地方局の鋳造事情
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附表３ 康熙期における地方鋳造局の開始と停止
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附表４ 雍正期における地方鋳造期間と鋳造額（単位：万貫）
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附表５ 乾隆期における地方鋳造局の鋳造期間
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